
建築士法第 22 条の２の規定に基づく「二級・木造建築士定期講習」 

未受講者への指導・処分方針 

１ 目的 

  本方針は、建築士法第 22 条の２の規定に基づく二級・木造建築士定期講習（以

下「定期講習」という。）の未受講者に対する指導・処分の方法を明確にすること

で未受講者へ受講を促すことを目的とする。 

２ 指導・処分の基本方針 

 (1)定期講習の未受講期間１年未満の未受講者は警告対象とする。 

 (2)警告してもなお受講せず、未受講期間１年以上の未受講者は再警告対象とする。 
受講しなかったやむを得ない理由がある者以外は、「二級建築士及び木造建築士 
の懲戒処分並びに建築士事務所の監督処分の基準」に基づく「文書注意（処分等 
ランク１）」とする。 

３ 指導・処分の方法 

 (1)定期講習の未受講期間１年未満の未受講者 ※別紙フロー１ 

1)警告文、受講状況回答書を未受講者あて送付。 

2)未受講者は、受講状況回答書を記載し、県土整備部建築住宅課あて返信。 

3)以下の場合、再警告の対象（下記(2)の対象）とする。 

①受講状況回答書の返送がない。 

②定期講習の受講が確認できない。 

③建築士事務所登録事項変更届（様式第 13 号）、建築士事務所廃業等届（様 

式第 14 号）の提出が確認できない。 

 (2)定期講習の未受講期間１年以上の未受講者 ※別紙フロー２ 
1)再警告文、受講状況回答書を未受講者あて送付。 

2)未受講者は、受講状況回答書を記載し、県土整備部建築住宅課あて返信。 

3)以下の場合、文書注意（処分等ランク１）とする。 

①受講状況回答書の返送がない。 

②定期講習の受講が確認できない。 

③建築士事務所登録事項変更届（様式第 13 号）、建築士事務所廃業等届（様 

式第 14 号）の提出が確認できない。 

④受講しなかったやむを得ない理由がない。 

４ 指導・処分の保留 

  ３(2)において、受講しなかったやむを得ない理由がある場合、指導・処分を保

留とする。 

（付則） 
この方針は、令和２年４月８日より施行する。 



別紙

フロー１　【未受講期間１年未満】定期講習未受講者への指導・処分方針

未受講者の特定（定期講習未受講者リスト）

警告文書の送付

回答書を提出した者
回答書を

提出しない者

住基ネットによる生存の確認

(1)定期講習を受講した

又は申込をした

(2)定期講習を受講していない

→理由を特定
①病気・長期不在

②所属建築士ではない

③廃業・引退を予定している

④受講を失念していた

⑤管理建築士講習と誤認

建築行政共用データベースで受講

状況、事務所登録状況を確認

（１）受講が確認できた

廃業届、変更届を確認できた

（２）受講が確認できない

廃業届、変更届を確認できない

定期講習未受講者リストから除外 フロー２へ（再警告対象リスト）

死亡を確認 生存を確認

定期講習未受

講者リストから

除外

所属事務所の

存否確認

廃業 登録

封書が返送さ

れてきた者

(1)に該当

(2)に該当



フロー２　【未受講期間１年以上】定期講習未受講者への指導・処分方針

未受講者の特定（再警告対象リスト）

再警告文書の送付

回答書を提出した者
回答書を

提出しない者

住基ネットによる生存の確認

(1)定期講習を受講した

又は申込をした

(2)定期講習を受講していない

→理由を特定
①病気・長期不在

②所属建築士ではない

③廃業・引退を予定している

死亡を確認 生存を確認

定期講習未受

講者リストから

除外

所属事務所の

存否確認

廃業 登録

封書が返送さ

れてきた者

定期講習未受講

者リストから除外
文書注意（処分ランク１）

建築行政共用データベースで受講

状況、事務所登録状況を確認

（１）受講が確認できた

廃業届、変更届を確認できた

（２）受講が確認できない

廃業届、変更届を確認できない

①やむを得ない理由がない

②やむを得ない理由がある

(2)①に該当

(1)に該当

処分保留

(2)②に該当


	指導・処分方針
	フロー１.pdf
	フロー２

